
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２８回 金沢市用水保全審議会（資料） 

 

 【審議案件】 

  「第４次指定 大桑用水の変更計画」について    ･･･ 資料１ 

 

【報告案件】 

  「大野庄用水整備事業」について         ･･･ 資料２ 

「東内惣構跡（枯木橋南地点）整備事業」について ･･･ 資料３ 

平成２８年 ８月 ２日（火） 
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拠点広場

大桑かやのした公園

犀川緑地

犀川緑地

大
桑
橋

犀
川
雪
見
橋

保全区間指定①

別所町～大桑町（犀川沿い）区間
L=2

,93
0m

Ｎ

・平成１５年６月１１日 保全用水に指定（第４次指定）

・保全指定区間を ①別所町～大桑町（犀川沿い）区間 Ｌ＝2,930ｍ
別所町ハ字135番地 ～ 大桑町１番１先

②大桑町（集落）区間 L=360ｍ
大桑町リ56番２先 ～ 大桑町ト20番先

２つの区間に分け、用水保全基準・要綱策定

今回審議
道路改良（大桑・蓮花線）に伴う用水の路線変更

保
全
指
定
区
間
②

大
桑
町
（
集
落
）
区
間

L=
36
0m

大桑用水について

今回審議区間

←
犀
川

長
坂
用
水

資料１

１



開渠区間

暗渠区間 開渠区間開渠区間
暗渠区間

（道路側溝）

暗渠区間 開渠区間

（道路脇）

開渠区間
（道路脇）

暗渠区間

（トンネル内BOX）

今回審議区間 ※詳細設計時期未定

ほ場整備計画中

開
渠
区
間

大桑・蓮花線 Ｌ＝１，７３０ｍ

取
水
口

２



審議区間

Ｌ＝２０５ｍ（暗渠） → Ｌ＝２０１ｍ（開渠）

保全指定区間

①別所町～大桑町（犀川沿い）区間

別所町八字135番 ～ 大桑町１番１先

Ｌ＝２，９３０ｍ → Ｌ＝２，９２６ｍ

大桑用水保全指定 変更（案）

＜凡例＞

暗渠部

開渠部

３



保全基準・要綱

項目

延長（ｍ） ２，９３０ｍ ３６０ｍ

◆用水保全要綱（区間別特記事項）

用水保全基準 用水保全基準要綱（区間別特記事項）

　区間
別所町～大桑町区間 大桑町区間  ①別所町～大桑町（犀川沿い）区間  ②大桑町（集落）区間

　農村の風情が残る住宅街と調和した用水環境
を保全するとともに、水生生物の生息環境を保
全する。

用水の景観に
関する事項

　田園風景と調和し、小川のせせらぎ風情を感
じさせる用水景観を保全する。
　また、新たなまちなみの形成にあたっては、
用水の流れを積極的に活用した潤いとやすらぎ
のある用水景観の創出を推進する。

　緑豊かな農村集落の雰囲気と調和し、用水と
一体となった暮らしが感じられる用水景観の保
全と形成を図る。

　素掘り水路や空石積み護岸はできる限り保全
する。

　素掘り水路や空石積み護岸はできる限り保全
する。

基本事項 　田園風景に調和した用水環境を保全するとと
もに、清らかな流れとそこに育まれた水生生物
の生息環境を保全する。
　また、今後の新たな街づくりなどでは、用水
の流れを積極的に活用した環境整備を推進す
る。

　農村集落のたたずまいが残る住宅街の暮らし
に密着した用水環境を保全するとともに、清ら
かな流れとそこに育まれた水生生物の生息環境
を保全する。
　また、多様な用水利用を促進し、暮らしに役
立つ用水空間を創出する。

　小川の風情を可能な限り保全する。また、新
たな街づくりでは、用水の流れを活かした住環
境の整備を推進する。

清流の確保に
関する事項

　年間通水を確保し、定期的な清掃を行い、清流の確保に努める。また、水生生物の生息と、これ
までに形成されてきた生息環境を保全する。

　水生生物の生息に配慮し、現状の用水環境を
可能な限り保全する。

　水生生物の生息に配慮し、現状の用水環境を
可能な限り保全する。

開きょ化の促進
に関する事項

　現行以上の架橋や暗きょ化は行わない。ただ
し、やむを得ない場合は必要最小限のものとす
る。

　必要以上に幅の広い私有橋の撤去もしくは狭
小化を図り、通行以外の目的には使用しないよ
うに努める。

　新たな街づくりにおいて、私有橋を架設する
際は必要最小限の幅とする。

　大桑用水一帯をホタルの里とするなど、用水のせせらぎと身近な自然にふれあえる地域として、
住民の理解と協力を得ながら、用水環境の保全と活用を図る。

　洗い場利用など、住民の暮らしの中で活かさ
れている用水利用を保全する。

その他 　ホタルが飛び交う用水環境の保全に努める。

用水の利用に
関する事項

　用水沿いの散策路や用水の流れと水生生物に
ふれあえる親水空間を整備し、身近な自然環境
と用水の大切さを学習できる場を創出する。

　生活に密着した用水利用を保全するととも
に、消雪水路や防火用水としての利用を促進す
る。

　用水沿いに親水空間を設け、用水の流れと身
近な自然にふれ、学べる場を提供する。

４



化粧型枠

大桑用水 石積み区間 （上流側）

玉石積み化粧型枠 （上流側に合わせた整備）

（玉石積み）

化粧型枠施工例（長坂用水））

５



【整備イメージ（大桑・蓮花線道路改良）】

（大桑貝殻橋 下流側付近から上流側を望む）

６



 大野庄用水整備事業   位 置 図 

１．整備箇所  金沢市 片町２丁目 ～ 三社町 地内 

２．事業主体  金沢市 歴史建造物整備課（現 歴史都市推進課） 用水・惣構堀保全室 

３．事業年度  平成１８年度～平成２７年度（完了） 

４．整備内容 

玉川公園

 中央 
小学校

犀
川

大
橋

三社

元車

新
橋

御
影
大
橋

Ｊ
Ｒ
北
陸
本
線

事業区間 L=1,720ｍ　水路護岸工 L=891ｍ

至 金沢駅

 

 

項 目 内     容  

現 況 

 大野庄用水は天正年間に築造された金沢で最も古く歴史ある用水で、用水保

全条例に基づく保全用水に指定されている。武家屋敷跡界隈では、前田土佐守

家資料館や旧加賀藩士高田家跡などの文化・観光施設が多数あり、城下町金沢

の風情を最も強く感じさせる用水で、多くの観光客が訪れている。 

 事業区間は石積護岸や河床は旧来のまま残されている所が多いため、河床洗

掘等による老朽化が著しく、用水機能に支障を来しはじめている。 

 一方、下水道整備に伴う河川水の清流化や用水年間通水対策などにより、環

境改善が進み、取水口から迷い込んだ魚の姿やホタルの生息も確認されてい

る。 

 

目 的 

藩政期からの歴史と伝統を醸し出す大野庄用水にふさわしい石積護岸の修

復・改修や、水生生物の生息にも配慮した用水整備により、「用水の街 金沢」

としての魅力をさらに高める。 

 

整備方針 ・コンクリート護岸や老朽護岸を石積護岸に改修 

・旧来からの石積護岸や河床洗掘部の補修 

・歴史性、生態系に配慮した用水整備 

・沿道景観整備（舗装、安全柵） 

 

整備概要 

事業延長 Ｌ＝１，７２０ｍ 

 

＜水 路＞・水路護岸工 Ｌ＝８９１ｍ 

・河床工    

・防火施設工（魚憩工） 

・地覆工、安全柵工、門扉工 

・木製高欄整備（市道橋） 

 

＜私有橋＞・私有橋の修景、狭小化、撤去 

・高欄の修景 

・占用建造物等の撤去 

 

資料２ 

１ 



１．これまでの整備事例                                                   

（着工前）            （完成） 

      

石積護岸の積み直し 

      

コンクリート護岸に石張 

      

私有橋の狭小化 

 

 
 （環境に配慮した整備） 

    

生態系に配慮し、コンクリートを使わない河床整備 

    

地元でホタルの餌となるカワニナを飼育 

 （用水利用）  

    

冬場の雪捨て用に門扉を設置 

 

 

 

２ 



２．最近の整備事例                                                   

（整備概要） 

１．整備箇所  金沢市 三社町・昭和町 地内 

２．事業主体  金沢市 歴史建造物整備課（現 歴史都市推進課） 

用水・惣構堀保全室 

３．整備年度  平成２５年度 

４．整備内容  石積護岸工 Ａ＝５１㎡ 

        河床工   Ａ＝７０㎡ 

        安全柵工  Ｌ＝１４ｍ （門扉 Ｎ＝１基含む） 

        植栽工   Ｎ＝ １式 （タブノキ等） 

  

  当該箇所は三社どんど（閘門）と呼ばれている。元禄６年（1693）の

帳に「三社どゞめき」とあり、堰の落ちる水が高いので昔はどどめきと

呼んできたが、現代はどんどと呼ばれるようになった。 

  当該整備では、この歴史性のある箇所において、コンクリート護岸を

石積護岸に整備し、併せて安全柵等を修景した。 

（位置図） 

 

 
 

 

中央 
郵便局 

六枚 

三社 

１ ３ 

←
大
野
庄
用
水 

←
鞍
月
用
水 

↑至 金沢駅 

【着工前】 

【完成】（撮影方向①） 

石積護岸に修景、安全柵の整備 

【完成】 

既存の御影石水門は保存 

【完成】（撮影方向②） 

説明板の設置、緑化により水と緑の空間を創出 

撮影方向① 

撮影方向② 



東内惣構跡（枯木橋南地点）整備事業 
 

１．担 当 課 歴史建造物整備課（現 歴史都市推進課） 

２．整備概要 金沢の歴史遺産である金沢城惣構跡（平成 20 年 12 月 26 日金沢市指定史跡）を

復元整備し、後世に継承することにより、「歴史都市金沢」としての魅力をさら

に高めることを目的に発掘調査（平成 24 年度）結果に基づき、平成 26 年度に復

元整備工事を行いました。 

３．工事場所 金沢市尾張町２丁目地内（東内惣構跡（枯木橋南）地点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．発掘調査結果 江戸前期から後期までの石垣が発掘され、徐々に堀が狭められていったこと

が確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．整備方針 発掘調査結果に基づいて堀幅の変遷が分かるように復元整備を行った。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．整備概要 

延長 約１５ｍ、面積 約４５㎡ 

・石積工 石垣（堀幅の変遷の復元） 

・舗装工 土舗装（セメント系）、石張舗装（サビ御影石） 

・休息施設工 サークルベンチ 

・植栽工 高木（エノキ）、中木（アラカシ）、低木（サツキツツジ） 

・安全施設工 転落防止柵（H=800）、フットライト（H=600） 

・案内板（惣構の説明） など 

 

 

 

 

 

境
界

国道159号

防護柵(h=800)

土系舗装

石張舗装
石積工

石積工 １％

１％

15.149

Gr As

①段階（17ｃ後半以前） 
②段階（17ｃ後半） 
③段階（18ｃ後半） 
④段階（18ｃ末～19ｃ初） 
明治以降 
 

 

 

「惣構（そうがまえ）」とは？ 

お城を核とする城下町を囲い込んだ、堀や 

土居などの防御施設のことで、安土・桃山時 

代～江戸時代にかけて、多くの城下町で造ら 

れた。堀の城側には土を盛り上げ土居とし、 

竹や木が植えられた。 

 

加賀国金沢之絵図【寛文８年（１６６８年）】 

（金沢市玉川図書館蔵） 

東内惣構跡（枯木橋南）地点 

枯木橋 

東内惣構跡（枯木橋南）地点 

【１区 石垣１】 

【２区 石垣４、５】 

【２区 石垣５】 

石垣４ 
石垣５ 

完 成 着手前 

石垣（掘幅の変遷の復元） 

休息施設、植栽、案内板など 

【拡大図】 

石垣の位置の変遷を置石 
により地表に表示 

 
発掘調査後、地中に保存 

資料３ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 

第４次金沢市用水の指定と用水保全基準 

大桑用水（抜粋） 












